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縦
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縦
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四
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令
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月
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縦
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場
所
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松
島
市
役
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及
び
東
松
島
市
鳴
瀬
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
名
取
地
区
東
部
分
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
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に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称
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の
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二　

縦
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期
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令
和
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ら
令
和
五
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一
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十
一
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ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

名
取
市
役
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告
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十
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土
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改
良
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（
昭
和
二
十
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年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
伊
豆
沼
２
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
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縦
覧
に
供
す
る
。
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な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
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嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
十
二
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

登
米
市
役
所
及
び
栗
原
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
三
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
川
北
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
十
二
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

栗
原
市
役
所
及
び
岩
手
県
一
関
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
南
三
陸
地
区
在
郷
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十

七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
審
査
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
換
地
計
画
が
定
め
ら

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
換
地

計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

令
和
四
年
十
二
月
七
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
十
一
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

南
三
陸
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
一
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

四
十
二
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
大
谷

本
吉
支
所
の
地

令
和
四
年
十
一

月
十
五
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
大
谷
三

百
六
十
三

奥
田　

光
志

気
仙
沼
市
本
吉
町
野
々
下

百
七
十
三

小
野
寺　

敏
徳

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

八
人
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区
の
う
ち
大
谷
、�

窪
、
野
々
下
、

長
根
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

四
十
三
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
大
谷

本
吉
支
所
の
地

区
の
う
ち
三
島

の
区
域

令
和
四
年
十
一

月
十
五
日

気
仙
沼
市
本
吉
町
長
根
百

八
十
六－

九
十
六

三
浦　

勇

気
仙
沼
市
本
吉
町
三
島
百

三
十
七

三
浦　

明
夫

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
三
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

加
入
区
の

名　
　

称

区　
　

域

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

養
殖
業
の
種
類

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

宮
城
県
第

六
十
八
加

入
区

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

令
和
四
年
十
一

月
十
七
日

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

崎
山
百
二－

八

遠
藤　

和
浩

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

上
大
平
百
三
十
二－

十
四

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

五
十
九
人

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
北
上

町
十
三
浜
支
所

の
地
区

佐
藤　

喜
美
夫

条
の
四
に
規
定

す
る
わ
か
め
養

殖
業

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
二
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

女
川
牡
鹿
線

牡
鹿
郡
女
川
町
飯
子
浜
字
夏
浜
一
二
三
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
飯
子
浜
字
夏
浜
三
番
四
地
先
ま
で

令
和
四
年

�

十
二
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
四
十
五
号

　

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建
築
士
の
免
許
を

取
り
消
し
た
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

免
許
取
消
年
月
日

氏　
　

名

一
級
建
築
士
、
二

級
建
築
士
又
は
木

造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
し
の
理
由

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

伊
藤　

亀
治

郎

二
級
建
築
士

第
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

我
妻　

常
政

二
級
建
築
士

第
三
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

木
幡　

善
助

二
級
建
築
士

第
四
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

加
藤　

東
吉

二
級
建
築
士

第
七
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

堀
籠　

正

二
級
建
築
士

第
百
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

穀
田
家　

太

郎

二
級
建
築
士

第
百
三
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

大
平　

運
吾

二
級
建
築
士

第
百
四
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

板
橋　

勝
雄

二
級
建
築
士

第
百
六
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

渡
辺　

藤
次

二
級
建
築
士

第
二
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

伊
藤　

茂
男

二
級
建
築
士

第
二
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

半
田　

敬
五

郎

二
級
建
築
士

第
二
百
二
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

石
川　

平
次

郎

二
級
建
築
士

第
二
百
五
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

小
川　

善
治

郎

二
級
建
築
士

第
二
百
七
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

阿
部　

彦
松

二
級
建
築
士

第
四
百
三
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

斉
藤　

恒
吉

二
級
建
築
士

第
四
百
四
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

藤
原　

衛

二
級
建
築
士

第
四
百
八
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

菊
地　

兼
雄

二
級
建
築
士

第
四
百
八
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

白
鳥　

芳
次

二
級
建
築
士

第
四
百
九
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

千
葉　

松
夫

二
級
建
築
士

第
五
百
四
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

今
野　

終
喜

二
級
建
築
士

第
五
百
四
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

白
幡　

健
志

二
級
建
築
士

第
五
百
六
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

永
井　

巖

二
級
建
築
士

第
五
百
七
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

筒
井　

正
義

二
級
建
築
士

第
六
百
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

木
村　

亀
松

二
級
建
築
士

第
六
百
三
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

亀
久

治

二
級
建
築
士

第
七
百
六
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

和
野　

丈
右

衛
門

二
級
建
築
士

第
八
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

高
橋　

勇
吉

二
級
建
築
士

第
八
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

古
川　

由
一

二
級
建
築
士

第
九
百
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

鈴
木　

正
二

二
級
建
築
士

第
千
八
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

二
階
堂　

孝

志

二
級
建
築
士

第
千
九
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

藤
野　

信
勝

二
級
建
築
士

第
千
百
七
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

中
川　

松
之

助

二
級
建
築
士

第
千
百
七
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

熊
谷　

勘
右

エ
門

二
級
建
築
士

第
千
二
百
五
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

関
口　

靜
男

二
級
建
築
士

第
千
二
百
六
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

渡
辺　

洋
二

二
級
建
築
士

第
千
二
百
九
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

西
崎　

敏

二
級
建
築
士

第
千
三
百
五
十
七

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

齋
藤　

正
雄

二
級
建
築
士

第
千
四
百
八
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

渡
邊　

孝

二
級
建
築
士

第
千
四
百
八
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

善
太

郎

二
級
建
築
士

第
千
五
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

金
野　

金
治

二
級
建
築
士

第
千
五
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

細
川　

徳
一

郎

二
級
建
築
士

第
千
五
百
二
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

鈴
木　

祐
治

二
級
建
築
士

第
千
五
百
二
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

小
山　

新
一

二
級
建
築
士

第
千
五
百
九
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

秋
葉　

芳
太

郎

二
級
建
築
士

第
千
六
百
三
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

磯
崎　

次
雄

二
級
建
築
士

第
千
七
百
四
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

奈
須
野　

盛

二
級
建
築
士

第
二
千
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

大
内　

繁

二
級
建
築
士

第
二
千
十
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

阿
部　

清
三

二
級
建
築
士

第
二
千
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

小
山　

正
衛

二
級
建
築
士

第
二
千
四
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

岡　

清
五
郎

二
級
建
築
士

第
二
千
四
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

櫻
井　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
五
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

櫻
井　

馨

二
級
建
築
士

第
二
千
六
十
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

万
城
目　

晴

男

二
級
建
築
士

第
二
千
六
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

本
間　

正
直

二
級
建
築
士

第
二
千
七
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

上
山　

久
男

二
級
建
築
士

第
二
千
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

大
沼　

廣
治

二
級
建
築
士

第
二
千
百
十
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

高
橋　

善
助

二
級
建
築
士

第
二
千
百
七
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

伊
藤　

隆
男

二
級
建
築
士

第
二
千
百
八
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

宮
内　

好
男

二
級
建
築
士

第
二
千
百
九
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

堀
江　

久
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

遠
藤　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

三
浦　

繁
右

エ
門

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

岡　

佑

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
二
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

植
村　

長
十

郎

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
々
木　

禧

一

二
級
建
築
士

第
二
千
二
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

荒
川　

誠
二

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

石
川　

猛

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

関
本　

久
造

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
六
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

鈴
木　

信
助

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
七
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

恒
三

二
級
建
築
士

第
二
千
三
百
八
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

猪
股　

留
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

正
六

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

千
葉　

徳
之

進

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

吉
田　

金
藏

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

野
々
村　

幸

吉

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
七
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

浅
野　

茂

二
級
建
築
士

第
二
千
四
百
八
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

鈴
木　

吉
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
六
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

庄
司　

庄
三

二
級
建
築
士

第
二
千
五
百
八
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

遠
藤　

喜
助

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
三
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

早
坂　

多
利

治

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

玉
山　

庄
一

二
級
建
築
士

第
二
千
六
百
八
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

石
垣　

琢
磨

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

千
葉　

新
兵

衛

二
級
建
築
士

第
二
千
七
百
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

宍
戸　

潔

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

中
野　

由
吉

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
二
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め
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令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

石
ヶ
森　

盛

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
六
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

遠
藤　

正

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

安
倍　

人
志

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
二
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

千
葉　

秀
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
三
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

水
上　

武
雄

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
五
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

琢
治

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
六
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

菅
野　

松
枝

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

太
田　

久
一

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

柴
田　

清
吾

二
級
建
築
士

第
三
千
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

齋
藤　

頼
一

二
級
建
築
士

第
三
千
百
九
十
六

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

柴
田　

新
次

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
二
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

木
村　

豊

二
級
建
築
士

第
三
千
二
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

鎌
田　

武

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
二
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

齋
藤　

正
成

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
四
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

佐
藤　

保
吉

二
級
建
築
士

第
三
千
三
百
四
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

飯
田　

幸
一

二
級
建
築
士

第
三
千
六
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

高
橋　

庄
司

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
二
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
四
年
十
一
月
二
十

八
日　

伊
東　

與
四

郎

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

公

告

〇
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
と
し
て
採
用
す
る
隊
員
の
募
集
期

間
、
試
験
期
日
、
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

募
集
種
目

　
　

自
衛
官
候
補
生

二　

募
集
期
間

　
　

令
和
五
年
一
月
十
八
日
（
水
）
ま
で

三　

試
験
期
日

　

㈠　

Ｗ
Ｅ
Ｂ
筆
記
試
験

　
　

�　

令
和
五
年
一
月
二
十
八
日
（
土
）
か
ら
三
十
一
日
（
火
）（
期
間
内
に
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
受
験
可
能
）

　

㈡　

身
体
検
査
及
び
口
述
試
験

　
　
　

令
和
五
年
二
月
四
日
（
土
）

四　

試
験
種
目

　

�　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性
検
査
、
身
体
検
査
及
び
経
歴
評

定
（
経
歴
評
定
と
は
、
多
様
な
経
歴
を
有
す
る
受
験
者
の
能
力
を
総
合
的
に
評
価
す
る
も
の
）

五　

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

　
　

受
験
案
内
に
よ
り
通
知
す
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
―
四
十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。
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第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又

は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
に
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
、
同
条
第
六
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
職
員
が
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
、「
職
員
の
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
加
え
、
同
項

第
十
七
号
中
「
職
員
の
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
加
え
、「
当
該
出
産
に
係
る
子
」
を
「
職

員
が
当
該
出
産
に
係
る
子
若
し
く
は
孫
」
に
、「（
妻
の
子
を
含
む
。）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養
育
の

た
め
」
を
「
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
す
る
た
め
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」

を
削
り
、
同
項
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二�

十
の
二　

義
務
教
育
終
了
前
の
子
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に
参
加

す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

一
暦
年
二
日
（
義
務
教
育
終
了
前
の
学
校
等

に
在
籍
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
日
）
以
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

　

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
、
第
十
六
条
の
二
、
第
十
八
条
及
び
第

三
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
八
―
五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
規
則
）
第
十
八
条
第
三
項
第
二
号
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

�

　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
十
二
月
六
日

�

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

西　
　

條　
　
　
　
　

力　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
―
四
十
七

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
の
二
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

員
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又

は
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
」
に
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
に
、
同
項
第
二
号
中
「
再
任
用
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

に
、
同
条
第
六
項
中
「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
一
項
第
十
六
号
中
「
学
校
職
員
が
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
、「
学
校
職
員
の
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
加
え
、

同
項
第
十
七
号
中
「
学
校
職
員
の
妻
」
の
下
に
「
又
は
子
若
し
く
は
子
の
配
偶
者
」
を
加
え
、「
当
該
出
産
に
係
る
子
」

を
「
学
校
職
員
が
当
該
出
産
に
係
る
子
若
し
く
は
孫
」
に
、「（
妻
の
子
を
含
む
。）
を
養
育
す
る
学
校
職
員
が
、
こ
れ

ら
の
子
の
養
育
の
た
め
」
を
「
若
し
く
は
孫
の
世
話
を
す
る
た
め
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「（
配
偶
者
の
子
を

含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二�

十
の
二　

義
務
教
育
終
了
前
の
子
を
養
育
す
る
学
校
職
員
が
、
そ
の
子
が
在
籍
す
る
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事
に

参
加
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合　

一
暦
年
二
日
（
義
務
教
育
終
了
前
の
学

校
等
に
在
籍
す
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
日
）
以
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
）

　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
の
二
、
第
十
六
条
及
び
第
二
十
九
条

の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

暫
定
再
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
法
附
則
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。）
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
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間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
三
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
八
―
六
（
学
校
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
第
十
六
条
第
三
項
第
二
号
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。


